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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生利用可能な特定物質を含有する電子機器又は電子機器の構成品である有用物体を分
析する電子機器分析装置であって、
　データベースを格納する記憶装置を有し、
　前記データベースは、
　　有用物体の種類ごとに、
　　有用物体の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該有用物体の特徴を
表す特徴データと、
　　当該有用物体に実装されている電子部品である実装部品を表すデータと、
　　当該有用物体に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該有
用物体に含まれる特定物質の種類及び合計量、又は、当該有用物体に実装された実装部品
のそれぞれに含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、
を対応付けたデータベースと、
　　電子部品の種類ごとに、
　　電子部品の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該電子部品の特徴を
表す部品特徴データと、
　　当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該電
子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、
を対応付けたデータベースと、を含み、
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　前記電子機器分析装置は、さらに、
　分析対象物となる有用物体である対象有用物体から得られる情報を前記データベースに
おける各有用物体の特徴データと比較して、前記対象有用物体の種類を特定する有用物体
認識部と、
　前記対象有用物体から得られる情報を前記データベースにおける各電子部品の部品特徴
データと比較して、前記対象有用物体に実装されている電子部品である実装部品の種類を
特定する部品認識部と、
　前記有用物体認識部又は前記部品認識部の認識結果に基づき、前記対象有用物体の種類
又は前記対象有用物体に実装されている実装部品の種類に対応付けられた含有物質データ
を前記データベースから取得することにより、前記対象有用物体に含まれている特定物質
の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項２】
　再生利用可能な特定物質を含有する電子機器又は電子機器の構成品である有用物体を分
析する電子機器分析装置であって、
　データベースを有するシステムとネットワークを介して接続可能であり、
　前記データベースは、
　　有用物体の種類ごとに、
　　有用物体の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該有用物体の特徴を
表す特徴データと、
　　当該有用物体に実装されている電子部品である実装部品を表すデータと、
　　当該有用物体に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該有
用物体に含まれる特定物質の種類及び合計量、又は、当該有用物体に実装された実装部品
のそれぞれに含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、
を対応付けたデータベースと、
　　電子部品の種類ごとに、
　　電子部品の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該電子部品の特徴を
表す部品特徴データと、
　　当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該電
子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、
を対応付けたデータベースと、を含み、
　前記電子機器分析装置は、
　分析対象物となる有用物体である対象有用物体から得られる情報を前記データベースに
おける各有用物体の特徴データと比較して、前記対象有用物体の種類を特定する有用物体
認識部と、
　前記対象有用物体から得られる情報を前記データベースにおける各電子部品の部品特徴
データと比較して、前記対象有用物体に実装されている電子部品である実装部品の種類を
特定する部品認識部と、
　前記有用物体認識部又は前記部品認識部の認識結果に基づき、前記対象有用物体の種類
又は前記対象有用物体に実装されている実装部品の種類に対応付けられた含有物質データ
を前記データベースから取得することにより、前記対象有用物体に含まれている特定物質
の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項３】
　前記部品認識部は、前記有用物体認識部による前記対象有用物体の認識に失敗した場合
に、前記対象有用物体に実装されている実装部品の認識処理を実行する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電子機器分析装置。
【請求項４】
　再生利用可能な特定物質を含有する電子機器又は電子機器の構成品である有用物体を分
析する電子機器分析装置に対しデータを提供するライブラリ提供システムであって、
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　データベースを記憶する記憶装置と、
　ネットワークを介して接続された前記電子機器分析装置からの要求に応じて、前記記憶
装置に格納されているデータベースのデータを前記電子機器分析装置に対しネットワーク
を介して提供するデータ提供部と、を有し、
　前記データベースは、
　　有用物体の種類ごとに、
　　有用物体の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該有用物体の特徴を
表す特徴データと、
　　当該有用物体に実装されている電子部品である実装部品を表すデータと、
　　当該有用物体に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該有
用物体に含まれる特定物質の種類及び合計量、又は、当該有用物体に実装された実装部品
のそれぞれに含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、
を対応付けたデータベースと、
　　電子部品の種類ごとに、
　　電子部品の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該電子部品の特徴を
表す部品特徴データと、
　　当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該電
子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、
を対応付けたデータベースと、を含む
ことを特徴とするライブラリ提供システム。
【請求項５】
　部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板の特徴を表す基板特徴データと、当該部
品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す実装部品
データとを対応付けたデータ構造を有する基板ライブラリ、並びに、電子部品の種類ごと
に、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当該電子部品に含まれる特定物質の種類
及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ構造を有する部品ライブラリ、を記憶
する記憶装置と、
　分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、
　前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記基板ライブラリに記憶さ
れている各部品実装基板の基板特徴データとを比較して、前記対象基板の種類を特定する
基板認識部と、
　前記基板認識部による前記対象基板の認識に失敗した場合に、前記撮像部で得られた前
記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶されている各電子部品の部品
特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子部品の種類を特定すること
により、前記対象基板の種類を特定する部品認識部と、
　前記基板認識部又は前記部品認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当す
る部品実装基板の実装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特
定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項６】
　電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当該電子部品に含
まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ構造を有する部
品ライブラリ、並びに、部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板に実装された電子
部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す実装部品データを対応付けたデータ構
造を有する基板ライブラリ、を記憶する記憶装置と、
　分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、
　前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶さ
れている各電子部品の部品特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子
部品の種類を特定する部品認識部と、
　前記部品認識部の認識結果と前記基板ライブラリに記憶されている各部品実装基板の実
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装部品データとを比較して、前記対象基板の種類を特定する基板認識部と、
　前記基板認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当する部品実装基板の実
装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量
を決定する含有物質決定部と、を有する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項７】
　部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板の特徴を表す基板特徴データと、当該部
品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す実装部品
データとを対応付けたデータ構造を有する基板ライブラリ、並びに、電子部品の種類ごと
に、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当該電子部品に含まれる特定物質の種類
及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ構造を有する部品ライブラリ、を記憶
する記憶装置と、
　分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、
　前記対象基板を前記撮像部よりも簡易的に計測し、前記対象基板の第２の画像データを
取得するプレセンシング部と、
　前記プレセンシング部で得られた前記対象基板の第２の画像データの特徴と前記基板ラ
イブラリに記憶されている各部品実装基板の基板特徴データとを比較して、前記対象基板
の種類を特定する基板認識部と、
　前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶さ
れている各電子部品の部品特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子
部品の種類を特定する部品認識部と、
　前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有
し、
　前記基板認識部により前記対象基板の種類が特定できた場合には、前記撮像部による前
記対象基板の撮影及び前記部品認識部による電子部品の認識処理を行わず、前記含有物質
決定部は、前記基板認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当する部品実装
基板の実装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種
類及び量を決定し、
　前記基板認識部により前記対象基板の種類が特定できなかった場合には、前記撮像部に
よる前記対象基板の撮影及び前記部品認識部による電子部品の認識処理を行い、前記含有
物質決定部は、前記部品認識部の認識結果に基づき前記部品ライブラリから該当する実装
部品の含有物質データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種
類及び量を決定する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項８】
　部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板の特徴を表す基板特徴データと、当該部
品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す実装部品
データとを対応付けたデータ構造を有する基板ライブラリ、並びに、電子部品の種類ごと
に、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当該電子部品に含まれる特定物質の種類
及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ構造を有する部品ライブラリ、を記憶
するシステムとネットワークを介して接続可能であり、
　分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、
　前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記基板ライブラリに記憶さ
れている各部品実装基板の基板特徴データとを比較して、前記対象基板の種類を特定する
基板認識部と、
　前記基板認識部による前記対象基板の認識に失敗した場合に、前記撮像部で得られた前
記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶されている各電子部品の部品
特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子部品の種類を特定すること
により、前記対象基板の種類を特定する部品認識部と、
　前記基板認識部又は前記部品認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当す
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る部品実装基板の実装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特
定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項９】
　電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当該電子部品に含
まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ構造を有する部
品ライブラリ、並びに、部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板に実装された電子
部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す実装部品データを対応付けたデータ構
造を有する基板ライブラリ、を記憶するシステムとネットワークを介して接続可能であり
、
　分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、
　前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶さ
れている各電子部品の部品特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子
部品の種類を特定する部品認識部と、
　前記部品認識部の認識結果と前記基板ライブラリに記憶されている各部品実装基板の実
装部品データとを比較して、前記対象基板の種類を特定する基板認識部と、
　前記基板認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当する部品実装基板の実
装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量
を決定する含有物質決定部と、を有する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項１０】
　部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板の特徴を表す基板特徴データと、当該部
品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す実装部品
データとを対応付けたデータ構造を有する基板ライブラリ、並びに、電子部品の種類ごと
に、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当該電子部品に含まれる特定物質の種類
及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ構造を有する部品ライブラリ、を記憶
するシステムとネットワークを介して接続可能であり、
　分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、
　前記対象基板を前記撮像部よりも簡易的に計測し、前記対象基板の第２の画像データを
取得するプレセンシング部と、
　前記プレセンシング部で得られた前記対象基板の第２の画像データの特徴と前記基板ラ
イブラリに記憶されている各部品実装基板の基板特徴データとを比較して、前記対象基板
の種類を特定する基板認識部と、
　前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶さ
れている各電子部品の部品特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子
部品の種類を特定する部品認識部と、
　前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有
し、
　前記基板認識部により前記対象基板の種類が特定できた場合には、前記撮像部による前
記対象基板の撮影及び前記部品認識部による電子部品の認識処理を行わず、前記含有物質
決定部は、前記基板認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当する部品実装
基板の実装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種
類及び量を決定し、
　前記基板認識部により前記対象基板の種類が特定できなかった場合には、前記撮像部に
よる前記対象基板の撮影及び前記部品認識部による電子部品の認識処理を行い、前記含有
物質決定部は、前記部品認識部の認識結果に基づき前記部品ライブラリから該当する実装
部品の含有物質データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種
類及び量を決定する
ことを特徴とする電子機器分析装置。
【請求項１１】



(6) JP 5811159 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

　前記撮像部は、前記対象基板のＸ線像を取得するＸ線撮像装置である
ことを特徴とする請求項５～１０のうちいずれか１項に記載の電子機器分析装置。
【請求項１２】
　前記含有物質決定部は、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量の情報と当
該特定物質を含む部品の基板上の位置の情報とを含むデータを出力する
ことを特徴とする請求項５～１１のうちいずれか１項に記載の電子機器分析装置。
【請求項１３】
　前記含有物質決定部により出力される、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及
び量の情報と当該特定物質を含む部品の基板上の位置の情報とを含むデータに基づいて、
前記対象基板のなかから当該特定物質を取り出す方法を定義したデータを生成する特定物
質抽出方法決定部、をさらに有する
ことを特徴とする請求項１２に記載の電子機器分析装置。
【請求項１４】
　部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板のなかから特定物質を取り出す方法を定
義した抽出方法定義データを対応付けたデータ構造を有する特定物質情報ライブラリから
、前記基板認識部の認識結果に基づき該当する部品実装基板の抽出方法定義データを取得
する特定物質抽出方法決定部、をさらに有する
ことを特徴とする請求項５～１３のうちいずれか１項に記載の電子機器分析装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に含まれる有用な物質のリサイクルを効率化するための技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　廃棄された電子機器から貴金属やレアメタルなどの有用資源を回収し再利用する取り組
みが始まっている。レアメタルを中心とした希少資源の確保は、国家の安全保障上も大き
な課題となっている。
【０００３】
　電子機器のリサイクル技術に関わる公知技術としては、例えば、特許文献１～３が存在
する。しかし、これらは製品を破砕するか、粉にするか、混合物にした後に、物理的処理
又は化学的処理によって、有用資源の再利用のために抽出するものである。このような方
法では、有用資源の再利用のためのコストが大きくなり、有用資源の回収コストを抽出し
た有用資源の売価を下回るようにする事が大変に困難である。
【０００４】
　特許文献４、５には、取り出し対象の部品の位置を検出した上で、製品内からその部品
を切り取って、取り出す方法が提案されている。特許文献４の方法は、構造が規格化され
たＨＤＤ（ハードディスクドライブ）について、その構造情報を用いながら、希少資源を
含む部品を選択的に切り取って処理するものである。また、特許文献５の方法は、Ｘ線を
用いて対象製品の透過像を形成し、その透過像からモータの位置を測定し、適切な切断位
置を決定して対象製品を切断して、モータを取り出すというものである。しかし、これら
の方法は汎用性が小さいため、市場に出回っている様々な種類の製品に対し、製品種別や
製品仕様に応じた的確な処理を提供することが難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－６８５号公報
【特許文献２】特開２０１２－２１２１８号公報
【特許文献３】特開２０１２－１７４７７０号公報
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【特許文献４】特開２０１２－４１５７５号公報
【特許文献５】特開２０００－１９７８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　携帯電話やコンピュータなどの電子機器から取り出せる有用資源の価値が、回収コスト
に比べて高くなければ、リサイクルビジネスが成立しない。この回収コストを小さくする
ためには、実際の回収プロセスにかける前に、電子機器や部品実装基板に含まれている有
用資源の種類や含有量、さらにはどの位置に含まれているかなどを把握できるとよい。事
前にこれらの情報が得られれば、それに基づき電子機器や基板の裁断・仕分けをしたり、
回収プロセスを決定したり、あるいは回収処理に回すか（コストが合わないとして）廃棄
するかを判断したりすることが可能となり、回収コストを可及的に低減できるからである
。
【０００７】
　本来、電子機器はＣＡＤで設計されているので、この設計データを活用することができ
れば、電子機器に搭載されている部品の種類や位置が容易にわかるため、部品から回収可
能な有用資源の種類や量を知ることができる。しかし、電子機器の設計データにはメーカ
の機密情報が多く含まれているため、メーカが設計データを公開することは稀である。そ
の結果、設計データを利用して、電子機器内の有用資源の種類や含有量を検知する、とい
うシステムは実現性に乏しい。
【０００８】
　本発明は上記実情に鑑みなされたものであり、電子機器やその構成品に含まれる再生利
用可能な特定物質の種類や量を簡易な方法で検知し、特定物質の回収を効率化するための
技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に係る電子機器分析装置は、再生利用可能な特定物質を含有する電子機器又は
電子機器の構成品である有用物体を分析する電子機器分析装置であって、データベースを
格納する記憶装置を有し、前記データベースは、有用物体の種類ごとに、有用物体の種類
を特定するための物体認識処理に利用される、当該有用物体の特徴を表す特徴データと、
当該有用物体に実装されている電子部品である実装部品を表すデータと、当該有用物体に
含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該有用物体に含まれる特
定物質の種類及び合計量、又は、当該有用物体に実装された実装部品のそれぞれに含まれ
る特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、を対応付けたデータベースと、電子部
品の種類ごとに、電子部品の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該電子
部品の特徴を表す部品特徴データと、当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を決
定する処理に利用される、当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質
データと、を対応付けたデータベースと、を含み、前記電子機器分析装置は、さらに、分
析対象物となる有用物体である対象有用物体から得られる情報を前記データベースにおけ
る各有用物体の特徴データと比較して、前記対象有用物体の種類を特定する有用物体認識
部と、前記対象有用物体から得られる情報を前記データベースにおける各電子部品の部品
特徴データと比較して、前記対象有用物体に実装されている電子部品である実装部品の種
類を特定する部品認識部と、前記有用物体認識部又は前記部品認識部の認識結果に基づき
、前記対象有用物体の種類又は前記対象有用物体に実装されている実装部品の種類に対応
付けられた含有物質データを前記データベースから取得することにより、前記対象有用物
体に含まれている特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有することを特
徴とする。請求項１に係る構成によれば、電子機器やその構成品のなかに再利用可能な特
定物質がどの程度含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の回収および
再資源化の処理を効率的に実行できる。
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【００１０】
　請求項１に記載されたデータベース（以下、「有用物体ライブラリ」ともよぶ。）を用
いると、例えば使用済みの電子機器或いはその構成品が与えられたときに、コンピュータ
による物体認識により当該電子機器或いは構成品の種類を特定（つまり、いずれの有用物
体に該当するかを識別）することができ、さらにその認識結果に基づいて当該電子機器や
その構成品に再利用可能な特定物質がどの程度含まれているかを簡単に判断することがで
きる。したがって、有用物体ライブラリを活用した情報処理によって、電子機器やその構
成品からの特定物質の回収処理を効率化できる。
 
【００１１】
　電子機器の構成品とは、電子機器から分離又は分解し得る物品であり、例えば、電子機
器に内蔵された部品実装基板、部品実装基板に搭載された電子部品などが該当する。有用
物体ライブラリとしては、例えば、電子部品の種類ごとに電子部品の特徴データと含有物
質データを対応付けたもの（「部品ライブラリ」ともよぶ。）、部品実装基板の種類ごと
に部品実装基板の特徴データと基板の含有物質データを対応づけたもの（「基板ライブラ
リ」ともよぶ。）、電子機器の種類ごとに電子機器の特徴データと電子機器の含有物質デ
ータを対応付けたもの（「電子機器ライブラリ」ともよぶ。）などを用いることができる
。基板の含有物質データは、基板に搭載された部品個別の含有物質の種類及び量のデータ
を含んでいてもよいし、基板に搭載されたすべての部品の含有物質の合計量のデータを含
んでいてもよい。電子機器の含有物質データについても同様である。記憶装置内に、複数
種類のライブラリが格納されていてもよいし、同じライブラリの中に電子機器、部品実装
基板、電子部品のデータが混在していてもよい。
【００１２】
　前記特徴データが、前記有用物体の画像データ及び／又は前記有用物体の画像データか
ら抽出される特徴を表すデータを含み、前記部品特徴データが、前記電子部品の画像デー
タ及び／又は前記電子部品の画像データから抽出される特徴を表すデータを含むとよい。
　このように、有用物体の画像データや画像の特徴を表すデータを特徴データとして有用
物体ライブラリに登録しておけば、電子機器やその構成品を撮影した画像を用いた画像認
識処理への適用が容易になる。
 
【００１３】
　前記画像データが、Ｘ線像データであるとよい。
　このように、Ｘ線像データ及び／又はＸ線像データから抽出されるデータを特徴データ
として用いれば、電子機器の内部にある部品のように、外観からは視認できない部品につ
いても認識が可能となり、様々な対象物への適用が可能である。
 
【００１７】
　請求項２に係る電子機器分析装置は、再生利用可能な特定物質を含有する電子機器又は
電子機器の構成品である有用物体を分析する電子機器分析装置であって、データベースを
有するシステムとネットワークを介して接続可能であり、前記データベースは、有用物体
の種類ごとに、有用物体の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該有用物
体の特徴を表す特徴データと、当該有用物体に実装されている電子部品である実装部品を
表すデータと、当該有用物体に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用され
る、当該有用物体に含まれる特定物質の種類及び合計量、又は、当該有用物体に実装され
た実装部品のそれぞれに含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、を対応
付けたデータベースと、電子部品の種類ごとに、電子部品の種類を特定するための物体認
識処理に利用される、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと、当該電子部品に含ま
れる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該電子部品に含まれる特定物
質の種類及び量を表す含有物質データと、を対応付けたデータベースと、を含み、前記電
子機器分析装置は、分析対象物となる有用物体である対象有用物体から得られる情報を前
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記データベースにおける各有用物体の特徴データと比較して、前記対象有用物体の種類を
特定する有用物体認識部と、前記対象有用物体から得られる情報を前記データベースにお
ける各電子部品の部品特徴データと比較して、前記対象有用物体に実装されている電子部
品である実装部品の種類を特定する部品認識部と、前記有用物体認識部又は前記部品認識
部の認識結果に基づき、前記対象有用物体の種類又は前記対象有用物体に実装されている
実装部品の種類に対応付けられた含有物質データを前記データベースから取得することに
より、前記対象有用物体に含まれている特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部
と、を有することを特徴とする。
　請求項２に係る構成によれば、電子機器やその構成品のなかに再利用可能な特定物質が
どの程度含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の回収および再資源化
の処理を効率的に実行できる。
　請求項３に係る電子機器分析装置は、前記部品認識部は、前記有用物体認識部による前
記対象有用物体の認識に失敗した場合に、前記対象有用物体に実装されている実装部品の
認識処理を実行することを特徴とする。
 
【００１８】
　請求項４に係るライブラリ提供システムは、再生利用可能な特定物質を含有する電子機
器又は電子機器の構成品である有用物体を分析する電子機器分析装置に対しデータを提供
するライブラリ提供システムであって、データベースを記憶する記憶装置と、ネットワー
クを介して接続された前記電子機器分析装置からの要求に応じて、前記記憶装置に格納さ
れているデータベースのデータを前記電子機器分析装置に対しネットワークを介して提供
するデータ提供部と、を有し、前記データベースは、有用物体の種類ごとに、有用物体の
種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該有用物体の特徴を表す特徴データ
と、当該有用物体に実装されている電子部品である実装部品を表すデータと、当該有用物
体に含まれる特定物質の種類及び量を決定する処理に利用される、当該有用物体に含まれ
る特定物質の種類及び合計量、又は、当該有用物体に実装された実装部品のそれぞれに含
まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データと、を対応付けたデータベースと、電
子部品の種類ごとに、電子部品の種類を特定するための物体認識処理に利用される、当該
電子部品の特徴を表す部品特徴データと、当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量
を決定する処理に利用される、当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有
物質データと、を対応付けたデータベースと、を含むすることを特徴とする。
　請求項４に係るライブラリ提供システムを用いれば、例えば、クラウドによる有用物体
ライブラリの提供サービスを簡単に実現できる。また、ライブラリ提供システムを利用す
る電子機器分析装置のユーザにとっては、有用物体ライブラリのオンライン利用が可能に
なることで、電子機器分析装置側の記憶容量を削減できるとともに、（自ら有用物体ライ
ブラリのデータ更新を行わなくても）常に最新のライブラリを利用できるという利点があ
る。
【００２３】
　請求項５に係る電子機器分析装置は、部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板の
特徴を表す基板特徴データと、当該部品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる
特定物質の種類及び量を表す実装部品データとを対応付けたデータ構造を有する基板ライ
ブラリ、並びに、電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当
該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ
構造を有する部品ライブラリを記憶する記憶装置と、分析対象物の部品実装基板である対
象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、前記撮像部で得られた前記対象基板の
画像データの特徴と前記基板ライブラリに記憶されている各部品実装基板の基板特徴デー
タとを比較して、前記対象基板の種類を特定する基板認識部と、前記基板認識部による前
記対象基板の認識に失敗した場合に、前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの
特徴と前記部品ライブラリに記憶されている各電子部品の部品特徴データとを比較して、
前記対象基板に実装されている電子部品の種類を特定することにより、前記対象基板の種
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類を特定する部品認識部と、前記基板認識部又は前記部品認識部の認識結果に基づき前記
基板ライブラリから該当する部品実装基板の実装部品データを取得することにより、前記
対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有するこ
とを特徴とする。
 
【００２４】
　請求項５に係る電子機器分析装置によれば、電子機器や部品実装基板のなかに貴金属や
レアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の
回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、比較的軽い処理である基板認識
を最初に実施し、基板単位での認識が困難な場合に補助的に部品認識を実施するようにし
たことで、基板の認識率を向上できるとともに、全体としての処理効率を向上できるとい
う利点がある。
 
【００２５】
　請求項６に係る電子機器分析装置は、電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表
す部品特徴データと当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データ
とを対応付けたデータ構造を有する部品ライブラリ、並びに、部品実装基板の種類ごとに
、当該部品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す
実装部品データを対応付けたデータ構造を有する基板ライブラリを記憶する記憶装置と、
分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、前
記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶されて
いる各電子部品の部品特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子部品
の種類を特定する部品認識部と、前記部品認識部の認識結果と前記基板ライブラリに記憶
されている各部品実装基板の実装部品データとを比較して、前記対象基板の種類を特定す
る基板認識部と、前記基板認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当する部
品実装基板の実装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物
質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有することを特徴とする。
 
【００２６】
　請求項６に係る電子機器分析装置によれば、電子機器や部品実装基板のなかに貴金属や
レアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の
回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、部品認識の結果を元に基板を特
定し、基板ライブラリから各部品の情報を取得するようにしたので、分析対象物の画像か
らすべての部品を高精度に認識する必要がなくなり、処理の簡易化及び高速化を図ること
ができる。加えて、基板上の各部品の含有物質の正確な情報を取得することができる。
 
【００２７】
　請求項７に係る電子機器分析装置は、部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板の
特徴を表す基板特徴データと、当該部品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる
特定物質の種類及び量を表す実装部品データとを対応付けたデータ構造を有する基板ライ
ブラリ、並びに、電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当
該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ
構造を有する部品ライブラリ、を記憶する記憶装置と、分析対象物の部品実装基板である
対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と、前記対象基板を前記撮像部よりも簡
易的に計測し、前記対象基板の第２の画像データを取得するプレセンシング部と、前記プ
レセンシング部で得られた前記対象基板の第２の画像データの特徴と前記基板ライブラリ
に記憶されている各部品実装基板の基板特徴データとを比較して、前記対象基板の種類を
特定する基板認識部と、前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記部
品ライブラリに記憶されている各電子部品の部品特徴データとを比較して、前記対象基板
に実装されている電子部品の種類を特定する部品認識部と、前記対象基板に含まれている
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特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を有し、前記基板認識部により前記
対象基板の種類が特定できた場合には、前記撮像部による前記対象基板の撮影及び前記部
品認識部による電子部品の認識処理を行わず、前記含有物質決定部は、前記基板認識部の
認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当する部品実装基板の実装部品データを取得
することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を決定し、前記基板
認識部により前記対象基板の種類が特定できなかった場合には、前記撮像部による前記対
象基板の撮影及び前記部品認識部による電子部品の認識処理を行い、前記含有物質決定部
は、前記部品認識部の認識結果に基づき前記部品ライブラリから該当する実装部品の含有
物質データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を
決定することを特徴とする。
 
【００２８】
　請求項７に係る電子機器分析装置によれば、電子機器や部品実装基板のなかに貴金属や
レアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の
回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、プレセンシングの結果に応じて
撮像部による撮影や部品認識の要否を判断しているので、全体としての処理効率を向上で
きるという利点がある。
【００３５】
　請求項８に係る電子機器分析装置は、部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板の
特徴を表す基板特徴データと、当該部品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる
特定物質の種類及び量を表す実装部品データとを対応付けたデータ構造を有する基板ライ
ブラリ、並びに、電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと当
該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データとを対応付けたデータ
構造を有する部品ライブラリ、を記憶するシステムとネットワークを介して接続可能であ
り、分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部と
、前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記基板ライブラリに記憶さ
れている各部品実装基板の基板特徴データとを比較して、前記対象基板の種類を特定する
基板認識部と、前記基板認識部による前記対象基板の認識に失敗した場合に、前記撮像部
で得られた前記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶されている各電
子部品の部品特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子部品の種類を
特定することにより、前記対象基板の種類を特定する部品認識部と、前記基板認識部又は
前記部品認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当する部品実装基板の実装
部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を
決定する含有物質決定部と、を有することを特徴とする。
【００３６】
　請求項８に係る電子機器分析装置によれば、電子機器や部品実装基板のなかに貴金属や
レアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の
回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、比較的軽い処理である基板認識
を最初に実施し、基板単位での認識が困難な場合に補助的に部品認識を実施するようにし
たことで、基板の認識率を向上できるとともに、全体としての処理効率を向上できるとい
う利点がある。
【００３７】
　請求項９に係る電子機器分析装置は、電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表
す部品特徴データと当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データ
とを対応付けたデータ構造を有する部品ライブラリ、並びに、部品実装基板の種類ごとに
、当該部品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれる特定物質の種類及び量を表す
実装部品データを対応付けたデータ構造を有する基板ライブラリ、を記憶するシステムと
ネットワークを介して接続可能であり、分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影
し、画像データを取得する撮像部と、前記撮像部で得られた前記対象基板の画像データの
特徴と前記部品ライブラリに記憶されている各電子部品の部品特徴データとを比較して、
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前記対象基板に実装されている電子部品の種類を特定する部品認識部と、前記部品認識部
の認識結果と前記基板ライブラリに記憶されている各部品実装基板の実装部品データとを
比較して、前記対象基板の種類を特定する基板認識部と、前記基板認識部の認識結果に基
づき前記基板ライブラリから該当する部品実装基板の実装部品データを取得することによ
り、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部と、を
有することを特徴とする。
 
【００３８】
　請求項９に係る電子機器分析装置によれば、電子機器や部品実装基板のなかに貴金属や
レアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の
回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、部品認識の結果を元に基板を特
定し、基板ライブラリから各部品の情報を取得するようにしたので、分析対象物の画像か
らすべての部品を高精度に認識する必要がなくなり、処理の簡易化及び高速化を図ること
ができる。加えて、基板上の各部品の含有物質の正確な情報を取得することができる。
 
【００３９】
　請求項１０に係る電子機器分析装置は、部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板
の特徴を表す基板特徴データと、当該部品実装基板に実装された電子部品とそれに含まれ
る特定物質の種類及び量を表す実装部品データとを対応付けたデータ構造を有する基板ラ
イブラリ、並びに、電子部品の種類ごとに、当該電子部品の特徴を表す部品特徴データと
当該電子部品に含まれる特定物質の種類及び量を表す含有物質データとを対応付けたデー
タ構造を有する部品ライブラリ、を記憶するシステムとネットワークを介して接続可能で
あり、分析対象物の部品実装基板である対象基板を撮影し、画像データを取得する撮像部
と、前記対象基板を前記撮像部よりも簡易的に計測し、前記対象基板の第２の画像データ
を取得するプレセンシング部と、前記プレセンシング部で得られた前記対象基板の第２の
画像データの特徴と前記基板ライブラリに記憶されている各部品実装基板の基板特徴デー
タとを比較して、前記対象基板の種類を特定する基板認識部と、前記撮像部で得られた前
記対象基板の画像データの特徴と前記部品ライブラリに記憶されている各電子部品の部品
特徴データとを比較して、前記対象基板に実装されている電子部品の種類を特定する部品
認識部と、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及び量を決定する含有物質決定部
と、を有し、前記基板認識部により前記対象基板の種類が特定できた場合には、前記撮像
部による前記対象基板の撮影及び前記部品認識部による電子部品の認識処理を行わず、前
記含有物質決定部は、前記基板認識部の認識結果に基づき前記基板ライブラリから該当す
る部品実装基板の実装部品データを取得することにより、前記対象基板に含まれている特
定物質の種類及び量を決定し、前記基板認識部により前記対象基板の種類が特定できなか
った場合には、前記撮像部による前記対象基板の撮影及び前記部品認識部による電子部品
の認識処理を行い、前記含有物質決定部は、前記部品認識部の認識結果に基づき前記部品
ライブラリから該当する実装部品の含有物質データを取得することにより、前記対象基板
に含まれている特定物質の種類及び量を決定することを特徴とする。
 
【００４０】
　請求項１０に係る電子機器分析装置によれば、電子機器や部品実装基板のなかに貴金属
やレアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質
の回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、プレセンシングの結果に応じ
て撮像部による撮影や部品認識の要否を判断しているので、全体としての処理効率を向上
できるという利点がある。
 
【００４３】
　請求項１１に係る電子機器分析装置は、請求項５～１０のうちいずれか１項に記載の電
子機器分析装置において、前記撮像部は、前記対象基板のＸ線像を取得するＸ線撮像装置
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であることを特徴とする。
【００４４】
　請求項１１に係る電子機器分析装置によれば、Ｘ線像を用いたので、電子機器の内部に
ある部品、多層基板の部品、裏面に実装された部品のように、外観からは視認できない部
品についても認識が可能となり、様々な対象物への適用が可能である。
 
【００４５】
　請求項１２に係る電子機器分析装置は、請求項５～１１のうちいずれか１項に記載の電
子機器分析装置において、前記含有物質決定部は、前記対象基板に含まれている特定物質
の種類及び量の情報と当該特定物質を含む部品の基板上の位置の情報とを含むデータを出
力することを特徴とする。
 
【００４６】
　請求項１２に係る電子機器分析装置によれば、このようなデータを後段の回収工程で活
用することで、回収作業の効率化及び回収コストの低減を期待できる。
 
【００４７】
　請求項１３に係る電子機器分析装置は、請求項１２に記載の電子機器分析装置において
、前記含有物質決定部により出力される、前記対象基板に含まれている特定物質の種類及
び量の情報と当該特定物質を含む部品の基板上の位置の情報とを含むデータに基づいて、
前記対象基板のなかから当該特定物質を取り出す方法を定義したデータを生成する特定物
質抽出方法決定部、をさらに有することを特徴とする。
【００４８】
　請求項１３に係る電子機器分析装置によれば、このようなデータを後段の回収工程で活
用することで、回収作業の効率化及び回収コストの低減を期待できる。
 
【００４９】
　請求項１４に係る電子機器分析装置は、請求項５～１３のうちいずれか１項に記載の電
子機器分析装置において、部品実装基板の種類ごとに、当該部品実装基板のなかから特定
物質を取り出す方法を定義した抽出方法定義データを対応付けたデータ構造を有する特定
物質情報ライブラリから、前記基板認識部の認識結果に基づき該当する部品実装基板の抽
出方法定義データを取得する特定物質抽出方法決定部、をさらに有することを特徴とする
。
【００５０】
　請求項１４に係る電子機器分析装置によれば、このようなデータを後段の回収工程で活
用することで、回収作業の効率化及び回収コストの低減を期待できる。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明によれば、電子機器や部品実装基板に含まれる特定物質の種類や量を簡易な方法
で検知し、特定物質の回収を効率化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】電子機器分析装置の構成を模式的に示す図。
【図２】第１実施形態の分析装置の主たる機能構成を示すブロック図。
【図３】第１実施形態の分析装置による分析処理の流れを示すフローチャート。
【図４】はんだ特徴による部品認識について説明する図。
【図５】含有物質リストの例。
【図６】第２実施形態の分析装置の主たる機能構成を示すブロック図。
【図７】第２実施形態の分析装置による分析処理の流れを示すフローチャート。
【図８】第３実施形態の分析装置の主たる機能構成を示すブロック図。
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【図９】第３実施形態の分析装置による分析処理の流れを示すフローチャート。
【図１０】第４実施形態の分析装置の主たる機能構成を示すブロック図。
【図１１】第４実施形態の分析装置による分析処理の流れを示すフローチャート。
【図１２】第５実施形態のライブラリ作成装置を説明する図。
【図１３】第６実施形態の電子機器分析装置の構成を模式的に示す図。
【図１４】第６実施形態の分析装置による分析処理の流れを示すフローチャート。
【図１５】第７実施形態の分析装置が備える特定物質抽出方法決定機能を示す図。
【図１６】第７実施形態の分析装置が備える特定物質抽出方法決定機能の別の構成例を示
す図。
【図１７】（ａ）は部品ライブラリのデータ構造の一例を示す図であり、（ｂ）は基板ラ
イブラリのデータ構造の一例を示す図である。
【図１８】ライブラリのクラウドサービスの構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　＜第１実施形態＞
　（分析装置の構成）
　図１および図２を参照して、本発明の第１実施形態に係る電子機器分析装置の構成を説
明する。図１は、電子機器分析装置（「分析装置」ともよぶ。）の外観および動作の様子
を模式的に示す図であり、図２は、分析装置の主たる機能構成を示す機能ブロック図であ
る。
【００５４】
　図１に示すように、分析装置１は、概略、撮像部１０と情報処理部１１とから構成され
る。撮像部１０は、ベルトコンベヤなどの搬送装置１２によって搬送される分析対象物１
３（電子機器、部品実装基板など）を撮影し、その画像データを情報処理部１１に出力す
る装置である。情報処理部１１は、撮像部１０から入力された分析対象物１３の画像デー
タから実装部品や基板を認識（特定）し、その認識結果をもとに分析対象物１３に含まれ
る特定物質（例えば、貴金属やレアメタルなどの有用材料）の含有量などを推定する装置
である。
【００５５】
　本実施形態では、撮像部１０として、２次元の透過Ｘ線像を撮影するＸ線撮像部を用い
る。具体的には、撮像部１０は、分析対象物１３にＸ線を照射するＸ線発生器１００と、
分析対象物１３を透過したＸ線を検出するＸ線検出器１０１と、画像生成部１０２から構
成される。本実施形態では、主走査方向に多数の検出素子を並べたラインセンサ状のＸ線
検出器１０１を用い、搬送装置１２によって分析対象物１３を副走査方向に搬送しながら
透過線量の検出を連続的に行うことで、２次元Ｘ線像を取得する。画像生成部１０２は、
２次元画像データの生成の他、必要に応じた前処理（濃度やコントラストの補正、ノイズ
除去、分析対象物１３の領域のトリミング、画像の回転など）を行う機能である。なお、
画像生成部１０２の機能は情報処理部１１のなかに設けてもよい。
【００５６】
　なお、撮像部１０の構成は、これに限られない。例えば、検出素子を２次元アレイ状に
配置したＸ線検出器１０１を用いてもよい。また、トモシンセシス、ＣＴ（コンピュータ
・トモグラフィー）のようにＸ線断層像を取得可能なＸ線撮像装置を用いてもよい（これ
らのＸ線撮像装置の詳しい構成については例えば特許第５２６３２０４号公報を参照のこ
と。）。さらに、Ｘ線撮像装置とともに、あるいは、Ｘ線撮像装置に代えて、ＣＣＤカメ
ラなどの可視光撮像装置、赤外線撮像装置、その他のセンサなどを用いてもよい。
【００５７】
　情報処理部１１は、図２に示すように、部品ライブラリ１１０、部品認識部１１１、含
有物質決定部１１２などの機能を有している。情報処理部１１は、典型的には、ＣＰＵ（
中央演算処理装置）、ＲＡＭ（主記憶装置）、磁気ディスクや半導体ディスクなどの補助
記憶装置、入力装置、表示装置、通信ＩＦなどを備えるコンピュータにより構成すること
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ができる。その場合、情報処理部１１の各機能は、ＣＰＵが補助記憶装置などの記憶装置
に格納されたプログラムを読み込み、実行することで実現されるものである。なお、情報
処理部１１の構成は、一台のコンピュータで実現する方式以外にも、クライアント－サー
バ方式、グリッドコンピューティング、クラウドコンピューティングなどの構成を採るこ
ともできる。あるいは、情報処理部１１の機能の全部または一部を、ＡＳＩＣやＦＰＧＡ
などのロジック回路や、オンボードコンピュータを用いて構成することもできる。
【００５８】
　部品ライブラリ１１０は、電子部品に関する情報である「部品データ」を記憶するデー
タベースである。部品ライブラリ１１０には、多くの種類の電子部品の部品データがあら
かじめ登録されている。部品ライブラリ１１０は、補助記憶装置のようなローカルストレ
ージに格納されてもよいし、サーバやクラウドのようなネットワーク上のストレージに格
納されてもよいし、複数のストレージに分散していてもよい。
【００５９】
　「部品データ」には、図１７（ａ）に示すように、少なくとも、「部品ＩＤ」、「部品
特徴データ」、「含有物質データ」が含まれる。「部品ＩＤ」は、部品を一意に特定する
ための識別情報である。分析装置１あるいはユーザが部品ごとに部品ＩＤを付与してもよ
いし、部品のメーカ・型番などを部品ＩＤに利用することもできる。「部品特徴データ」
は、画像認識に利用する部品のモデルデータであり、当該部品の特徴を表すものであれば
どのような種類の情報でもよい。例えば、部品の画像データそのものや、画像データから
抽出される各種の特徴量などを部品特徴データとして用いることができる。一つの部品に
ついて、複数の画像データ（Ｘ線像と可視光像のように撮像方式の異なる画像、解像度の
異なる画像、異なる画像処理が施された画像など）が登録されてもよいし、複数種類の部
品特徴データが登録されていてもよい。図１７（ａ）のデータ構造例では、部品特徴デー
タとして、ＪＰＥＧ形式の画像データと、画像データから抽出された特徴量のデータとが
登録されている。なお、画像データから抽出可能な特徴量には様々なものがある。例えば
、部品のサイズ、形状、はんだの個数・形状・サイズ・配置、電極の個数・形状・サイズ
・配置、濃淡やテクスチャの特徴、エッジ特徴など、画像認識による部品の特定（同定）
に有意な特徴量であればどのようなものを用いてもよい。「含有物質データ」は、当該部
品に含まれる（あるいは当該部品から回収可能な）特定物質の種類および量などの情報で
ある。特定物質には、例えば、金、銀、白金などの貴金属や、パラジウム、コバルトなど
のレアメタルが該当する。なお、部品から回収し再利用することが可能な有用材料であれ
ば、貴金属やレアメタル以外の物質を対象としてもよい。
【００６０】
　部品認識部１１１は、撮像部１０から入力された分析対象物１３の基板の画像データか
ら当該基板に実装されている電子部品を認識（特定）する機能であり、含有物質決定部１
１２は、部品認識部１１１の認識結果をもとに分析対象物１３に含まれる特定物質の種類
や含有量などを判断する機能である。以下、これらの機能の詳細を、分析装置１の動作の
流れとともに説明する。
【００６１】
　（分析装置の動作）
　図３は、分析装置１による分析処理の流れを示すフローチャートである。
【００６２】
　まず、分析対象物１３である電子機器に内蔵された部品実装基板のＸ線像が撮像部１０
によって撮像され、その画像データが情報処理部１１に取り込まれる（ステップＳ３０）
。図４（ａ）は、部品実装基板の透過Ｘ線像４０の一例である。基板上の部品の材質や厚
みによって透過するＸ線量に違いが出るため、画像の濃淡で部品各々の外形を観測できる
だけでなく、特にＸ線吸収率の高い金属部分（はんだ、リード、金属配線など）を明瞭な
像として観測することができる。
【００６３】
　次に、部品認識部１１１は、基板全体の画像４０の中から部品の領域を検出する（ステ
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ップＳ３１）。例えば、パターンマッチングにより部品らしい領域を検出する方法、二値
化やクラスタリングにより同程度の濃度（画素値）の領域を抽出する方法など、どのよう
な検出アルゴリズムを用いてもよい。図４（ｂ）は、検出された部品領域を拡大して示し
た例である。
【００６４】
　ステップＳ３１で検出された部品領域のそれぞれに対し、部品認識処理が実行される。
ここでは一例として、はんだの特徴に基づいて部品の認識を行うアルゴリズムを説明する
。部品認識部１１１は、注目する部品領域を選び、二値化処理を行う（ステップＳ３２）
。図４（ｂ）の部品領域を二値化した結果を図４（ｃ）に示す。前述のようにはんだ部分
はＸ線吸収率が高く、明瞭な像としてＸ線像に表れているため、二値化によってはんだ部
分のみを抽出することが容易である。そして、部品認識部１１１は、二値画像から、はん
だの特徴を抽出する（ステップＳ３３）。例えば、はんだの個数・形状・サイズ（面積、
径、幅など）・配置などをはんだの特徴として用いるとよい。なお、図４（ｃ）には部品
４１の外形を破線で示しているが、この破線は説明の便宜のために示した仮想的な補助線
であり、実際の二値画像には存在しない線である（図４（ｄ）～図４（ｆ）における破線
についても同様である）。
【００６５】
　図４（ｃ）の部品４１は、ＢＧＡ（Ball Grid Array）パッケージの部品であり、この
タイプの場合は、部品裏面に多数のボール型（円形）のはんだ４１ａが狭ピッチで配列さ
れている。図４（ｄ）～図４（ｆ）は、他のパッケージタイプの部品のはんだを示してい
る。抵抗やコンデンサなどのチップ部品４２では部品の両端に蒲鉾型のはんだ４２ａがあ
り、リード部品４３の場合は各々のリード部分に比較的狭小のはんだ４３ａがある。また
、ＬＧＡ（Land Grid Array）タイプの部品４４の場合は部品４４の裏面に多数の矩形の
はんだ４４ａが配列されている。このようなはんだの特徴の違いは、同じパッケージタイ
プの部品であっても、メーカーが型番が違えば、はんだの個数や配列やピッチなどに違い
があることが多い。よって、Ｘ線像４０から得られるはんだの特徴に着目することで、部
品を区別（特定）することが可能である。なお、はんだの特徴のみで区別できない部品に
ついては、はんだ以外の特徴（例えば、部品の形状など）も考慮することで部品を特定し
てもよいし、（特定物質の含有量を同じとみなしても問題ない場合などには）同じ部品と
して取り扱っても構わない。
【００６６】
　部品認識部１１１は、部品ライブラリ１１０を参照し、各登録部品の部品特徴データの
はんだ特徴と、Ｘ線像の部品領域から抽出したはんだ特徴とを比較し、はんだ特徴の類似
度（一致度）を評価することにより、部品の特定を行う（ステップＳ３４）。類似度の計
算式や評価アルゴリズムに関しては、一般的な画像認識で用いられている各種の手法を利
用できるため、ここでは詳しい説明を割愛する。なお、部品ライブラリ１１０の登録部品
のいずれとも類似しない場合（例えば、類似度が所定の閾値を超える登録部品が存在しな
い場合）には、当該部品領域については以降の処理をスキップすればよい。
【００６７】
　部品認識部１１１による部品認識が成功した場合、含有物質決定部１１２は、当該部品
の部品ＩＤと含有物質データを部品ライブラリ１１０から読み込み、含有物質リストに追
加する（ステップＳ３５）。含有物質リストとは、基板に実装されている電子部品に含有
されている（回収可能な）特定物質の種類及び量を記録したデータである。図５（ａ）は
含有物質リストの一例であり、特定された部品ごとに、部品ＩＤと含有物質データが記述
されている。含有物質リストの形式はこれに限らず、図５（ｂ）のように、部品ＩＤごと
に、部品の個数と含有物質データを記述する形式や、図５（ｃ）のように、基板上の部品
の位置の情報（部品領域の左上と右下の頂点の座標値など）も記述する形式や、図５（ｄ
）のように、特定物質の種類ごとの含有量（すべての部品の累計値）を記述する形式など
、どのような形式でもよい。
【００６８】
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　ステップＳ３２～Ｓ３５の処理を、分析対象物１３のすべての部品に対して繰り返した
後、含有物質決定部１１２が含有物質リストを出力して、分析処理を終了する（ステップ
Ｓ３６）。
【００６９】
　このようにして作成された含有物質リストのデータは、後工程にて利用される。例えば
、含有物質の有無（あるいは含有量の多少）に基づき、回収工程へ送るか／廃棄するかの
選別を行ったり、含有物質の種類に基づきいずれの回収工程へ送るか仕分けたりすること
ができる。あるいは、特定物質を含有する部品の位置情報に基づき裁断機を制御すること
で、電子機器や部品実装基板のなかから必要な部品のみを自動的に取り出すこともできる
。特に集積度のあまり高くない大型基板の場合には、このような方法で価値ある部品のみ
を取り出すことで、回収処理の大幅な効率向上が期待できる。
【００７０】
　以上述べた分析装置によれば、電子機器や部品実装基板のなかに貴金属やレアメタルな
どの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特定物質の回収および再
資源化の処理を効率的に実行できる。また、Ｘ線像を用いたので、電子機器の内部にある
部品、多層基板の部品、裏面に実装された部品のように、外観からは視認できない部品に
ついても認識が可能となり、様々な対象物への適用が可能である。さらに、Ｘ線像で明瞭
な像となるはんだの特徴を部品認識に利用したので、比較的簡易な処理で十分な認識精度
を得ることができる。
【００７１】
　なお本実施形態では、はんだ特徴の類似度を評価することで部品の特定を行ったが、例
えば、登録部品の画像と分析対象物から抽出した部品の画像のあいだの相関係数や差分画
像などを計算することで画像同士の類似度を評価することも好ましい。画像同士の類似度
を評価する場合には、低解像度画像を用いたり、画像を小ブロックに分割したりすること
で、処理を高速化してもよい。
【００７２】
　＜第２実施形態＞
　第１実施形態では個々の部品を認識したのに対し、第２実施形態では基板を認識の対象
とする。以下、第２実施形態に特有の構成を主に説明し、第１実施形態と共通する構成に
ついては説明を割愛する。
【００７３】
　図６に、第２実施形態の情報処理部の機能構成を示す。情報処理部６０は、基板ライブ
ラリ６００、基板認識部６０１、含有物質決定部６０２などの機能を有している。基板ラ
イブラリ６００は、部品実装基板に関する情報である「基板データ」を記憶するデータベ
ースである。基板ライブラリ６００には、多数の部品実装基板の基板データがあらかじめ
登録されている。基板ライブラリ６００は、第１実施形態の部品ライブラリと同様、ロー
カルストレージに格納されてもよいし、ネットワーク上のストレージに格納されてもよい
し、複数のストレージに分散していてもよい。
【００７４】
　「基板データ」には、図１７（ｂ）に示すように、「基板ＩＤ」、「基板特徴データ」
、「実装部品データ」が含まれる。「基板ＩＤ」は、基板を一意に特定するための識別情
報である。分析装置あるいはユーザが基板ごとに基板ＩＤを付与してもよいし、基板のメ
ーカ・型番などを基板ＩＤに利用することもできる。「基板特徴データ」は、画像認識に
利用する基板のモデルデータであり、基板の特徴を表すものであればいかなる種類の情報
でもよい。例えば、基板の画像データ、画像データから抽出される各種の特徴量などを基
板特徴データとして用いることができる。一つの基板について、複数の画像データ（Ｘ線
像と可視光像のように撮像方式の異なる画像、解像度の異なる画像、異なる画像処理が施
された画像など）が登録されてもよいし、複数種類の基板特徴データが登録されていても
よい。図１７（ｂ）のデータ構造例では、基板特徴データとして、ＪＰＥＧ形式の画像デ
ータと、画像データから抽出された特徴量のデータとが登録されている。なお、画像デー
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タから抽出可能な基板の特徴量には様々なものがある。例えば、部品のレイアウト、濃淡
やテクスチャの特徴、エッジ特徴、ヒストグラムなど、画像認識による基板の特定（同定
）に有意な特徴量であればどのようなものを用いてもよい。「実装部品データ」は、この
基板に実装された電子部品の種類、基板上の位置、電子部品に含有されている（回収可能
な）特定物質の種類及び量などを記述したデータであり、例えば、図５（ｃ）に示した含
有物質リストと同じような形式のデータを用いることができる。なお、後段の処理で部品
の位置情報を利用しないのであれば、実装部品データには少なくとも実装部品の種類（部
品ＩＤなど）と含有されている特定物質の情報が含まれていればよい。
【００７５】
　（分析装置の動作）
　図７は、第２実施形態の分析処理の流れを示すフローチャートである。
【００７６】
　まず、分析対象物１３である部品実装基板のＸ線像が撮像部１０によって撮像され、そ
の画像データが情報処理部６０に取り込まれる（ステップＳ７０）。部品実装基板の透過
Ｘ線像の一例を図４（ａ）に示す。基板上の部品の材質や厚みによって透過するＸ線量に
違いが出るため、画像の濃淡で部品各々の外形を観測できるだけでなく、特にＸ線吸収率
の高い金属部分（はんだ、リード、金属配線など）を明瞭な像として観測することができ
る。
【００７７】
　次に、基板認識部６０１は、分析対象物のＸ線像から基板の特徴量を抽出する（ステッ
プＳ７１）。基板の特徴量としては、前述のとおり、部品のレイアウト、濃淡やテクスチ
ャの特徴、エッジ特徴、ヒストグラムなど様々なものが利用できる。
【００７８】
　次に、基板認識部６０１は、基板ライブラリ６００を参照し、各登録基板の基板特徴デ
ータと、分析対象物のＸ線像から抽出した特徴量とを比較し、特徴量の類似度（一致度）
を評価することにより、基板の特定を行う（ステップＳ７２）。類似度の計算式や評価ア
ルゴリズムに関しては、一般的な画像認識で用いられている各種の手法を利用できるため
、ここでは詳しい説明を割愛する。なお、基板ライブラリ６００の登録基板のいずれとも
類似しない場合（例えば、類似度が所定の閾値を超える登録基板が存在しない場合）、つ
まり未知の基板である場合には、以降の処理をスキップすればよい。
【００７９】
　本実施形態では、特徴量の類似度を評価することで基板の特定を行ったが、例えば、登
録基板の画像と分析対象物の画像のあいだの相関係数や差分画像などを計算することで画
像同士の類似度を評価することも好ましい。画像同士の類似度を評価する場合には、低解
像度画像を用いたり、画像を小ブロックに分割したりすることで、処理を高速化してもよ
い。
【００８０】
　基板認識部６０１による基板認識が成功した場合、含有物質決定部６０２は、当該基板
の基板ＩＤと実装部品データを基板ライブラリ６００から読み込む。そして、図５（ａ）
～図５（ｄ）に例示したような含有物質リストを生成し、基板ＩＤと含有物質リストを分
析結果として出力し、処理を終了する（ステップＳ７３）。
【００８１】
　以上述べた分析装置によれば、第１実施形態と同様、電子機器や部品実装基板のなかに
貴金属やレアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、特
定物質の回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、Ｘ線像を用いたので、
電子機器の内部にある部品、多層基板の部品、裏面に実装された部品のように、外観から
は視認できない部品についても認識が可能となり、様々な対象物への適用が可能である。
さらに、基板そのものを認識する方法を採ることで、処理の簡易化および高速化を期待で
きるとともに、基板上の各部品の含有物質や位置の正確な情報を基板ライブラリ６００か
ら取得できるという利点がある。
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【００８２】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態は、基板認識と部品認識を組み合わせることで、認識率の向上を図る構成
である。以下、第３実施形態に特有の構成を主に説明し、前述の実施形態と共通する構成
については説明を割愛する。
【００８３】
　図８に、第３実施形態の情報処理部の機能構成を示す。情報処理部８０は、基板ライブ
ラリ８００、基板認識部８０１、部品ライブラリ８０２、部品認識部８０３、含有物質決
定部８０４などの機能を有している。基板ライブラリ８００と部品ライブラリ８０２に格
納されるデータは、前述の実施形態で述べたものと同様である。
【００８４】
　図９は、第３実施形態の分析処理の流れを示すフローチャートである。
【００８５】
　まず、分析対象物である部品実装基板のＸ線像が撮像部１０によって撮像され、その画
像データが情報処理部８０に取り込まれる（ステップＳ９０）。次に、基板認識部８０１
が、分析対象物のＸ線像から基板の特徴量を抽出する（ステップＳ９１）。そして、基板
認識部８０１は、基板ライブラリ８００を参照し、各登録基板の基板特徴データと、分析
対象物のＸ線像から抽出した特徴量とを比較し、特徴量の類似度（一致度）を評価するこ
とにより、基板の特定を行う（ステップＳ９２）。ここまでの処理は、第２実施形態の図
７のステップＳ７０～Ｓ７２と同じである。
【００８６】
　次に、基板認識部８０１は、分析対象物である基板の認識に成功したか否かによって、
処理を分岐する（ステップＳ９３）。認識の成否については、例えば、類似度が所定の閾
値を超える登録基板が一つだけ検出された場合に認識成功と判断し、類似度が所定の閾値
を超える登録基板が一つもなかったり、類似度が同程度の登録基板が複数存在したりした
場合に（つまり一つの基板に絞り込めなかった場合に）、認識失敗と判断すればよい。
【００８７】
　基板の認識に失敗した場合（ステップＳ９３：ＮＯ）には、基板認識部８０１は、基板
ライブラリ８００の中から、分析対象物と同じ基板である可能性のあるいくつかの登録基
板を候補基板として選び出す（ステップＳ９４）。例えば、ステップＳ９２で計算した類
似度が高いものから順にＮ個の候補基板を選択してもよいし、類似度がある基準を超えて
いるものすべてを候補基板として選んでもよい。基板認識部８０１は、選び出した候補基
板それぞれの基板ＩＤを記述した候補基板ＩＤリストを作成し、部品認識部８０３へと引
き渡す。
【００８８】
　部品認識部８０３は、部品実装基板のＸ線像に対し部品認識処理を適用し、分析対象物
である基板に実装された各部品を特定する（ステップＳ９５）。部品認識処理の内容は、
第１実施形態の図３のステップＳ３１～Ｓ３５で述べたものと同様のため、説明を省略す
る。なお、ステップＳ９５では、基板上のすべての部品を特定する必要はなく、主要ない
くつかの部品（例えば、サイズの大きい部品、ＢＧＡやＬＧＡのパッケージの部品など）
のみを特定するだけでもよい。そして、部品認識部８０３は、候補基板ＩＤリストに含ま
れる複数の候補基板のなかから、ステップＳ９５で特定された部品群を含んでいる基板を
絞り込む（ステップＳ９６）。各候補基板に実装されている部品の情報（部品ＩＤ、部品
の位置など）は、基板ＩＤにより基板ライブラリ８００の基板データを参照することで取
得できる。ステップＳ９６において、一つの基板への絞り込みができなかった場合は、分
析対象物は未知の基板と判断し、以降の処理をスキップする。
【００８９】
　ステップＳ９６において一つの基板に絞り込めた場合、あるいは、ステップＳ９３にお
いて基板の認識に成功した場合には、含有物質決定部８０４は、当該基板の基板ＩＤと実
装部品データを基板ライブラリ８００から読み込む。そして、図５（ａ）～図５（ｄ）に
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例示したような含有物質リストを生成し、基板ＩＤと含有物質リストを分析結果として出
力し、処理を終了する（ステップＳ９７）。
【００９０】
　以上述べた分析装置によれば、前述の実施形態と同様、電子機器や部品実装基板のなか
に貴金属やレアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、
特定物質の回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、Ｘ線像を用いたので
、電子機器の内部にある部品、多層基板の部品、裏面に実装された部品のように、外観か
らは視認できない部品についても認識が可能となり、様々な対象物への適用が可能である
。加えて、比較的軽い処理である基板認識を最初に実施し、基板単位での認識が困難な場
合に補助的に部品認識を実施するようにしたことで、基板の認識率を向上できるとともに
、全体としての処理効率を向上できるという利点がある。
【００９１】
　＜第４実施形態＞
　第４実施形態は、部品認識の結果を用いて基板を特定する構成である。以下、第４実施
形態に特有の構成を主に説明し、前述の実施形態と共通する構成については説明を割愛す
る。
【００９２】
　図１０に、第４実施形態の情報処理部の機能構成を示す。情報処理部１０１０は、部品
ライブラリ１０００、部品認識部１００１、基板ライブラリ１００２、基板認識部１００
３、含有物質決定部１００４などの機能を有している。部品ライブラリ１０００と基板ラ
イブラリ１００２に格納されるデータは、前述の実施形態で述べたものと同様である。た
だし、基板認識部１００３が基板特徴データを利用しない場合には、基板ライブラリ１０
０２内に基板特徴データを格納しなくてもよい。
【００９３】
　図１１は、第４実施形態の分析処理の流れを示すフローチャートである。
【００９４】
　まず、分析対象物である部品実装基板のＸ線像が撮像部１０によって撮像され、その画
像データが情報処理部１０１０に取り込まれる（ステップＳ１１０）。次に、部品認識部
１００１が、分析対象物のＸ線像に対し部品認識処理を適用し、分析対象物である基板に
実装されている各部品の特定を行う（ステップＳ１１１）。部品認識処理の内容は、第１
実施形態の図３のステップＳ３１～Ｓ３５で述べたものと同様のため、説明を省略する。
なお、ステップＳ１１１では、基板上のすべての部品を特定する必要はなく、主要ないく
つかの部品（例えば、サイズの大きい部品、ＢＧＡやＬＧＡのパッケージの部品など）の
みを特定するだけでもよい。部品認識部１００１は、特定された部品それぞれの部品ＩＤ
を記述した部品ＩＤリストを作成し、基板認識部１００３へと引き渡す（ステップＳ１１
２）。
【００９５】
　基板認識部１００３は、基板ライブラリ１００２を参照し、登録基板のなかから部品Ｉ
Ｄリストに記述された部品群を含んでいる基板を絞り込む（ステップＳ１１３）。もし、
部品ＩＤリストに記述された部品群を含む登録基板が複数存在した場合には、基板認識部
１００３は、基板の画像データやその特徴量を比較することで一つの基板に絞り込めばよ
い。その具体的な方法は、第２実施形態で述べたとおりである。なお、登録基板のなかに
該当する基板が見つからなかった場合、つまり分析対象物が未知の基板であった場合には
、以降の処理をスキップする。
【００９６】
　ステップＳ１１３において一つの基板に絞り込めた場合には、含有物質決定部１００４
は、当該基板の基板ＩＤと実装部品データを基板ライブラリ１００２から読み込む。そし
て、図５（ａ）～図５（ｄ）に例示したような含有物質リストを生成し、基板ＩＤと含有
物質リストを分析結果として出力し、処理を終了する（ステップＳ１１４）。
【００９７】
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　以上述べた分析装置によれば、前述の実施形態と同様、電子機器や部品実装基板のなか
に貴金属やレアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、
特定物質の回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、Ｘ線像を用いたので
、電子機器の内部にある部品、多層基板の部品、裏面に実装された部品のように、外観か
らは視認できない部品についても認識が可能となり、様々な対象物への適用が可能である
。さらに、部品認識の結果を元に基板を特定し、基板ライブラリから各部品の含有物質や
位置の情報を取得するようにしたので、分析対象物の画像からすべての部品を高精度に認
識する必要がなくなり、処理の簡易化及び高速化を図ることができる。加えて、基板上の
各部品の含有物質や位置の正確な情報を取得することができる。
【００９８】
　＜第５実施形態＞
　第５実施形態では、部品データの生成及び部品ライブラリへの登録と、基板データの生
成及び基板ライブラリへの登録について説明する。
【００９９】
　図１２は、部品データ及び基板データの作成及びライブラリへの登録を行うライブラリ
作成装置を説明するための図である。ライブラリ装置は、概略、計測部１２０と情報処理
部１２１とから構成される。このライブラリ装置は、前述した分析装置とは別の装置とす
ることもできるし、分析装置の一機能として実装することもできる。
【０１００】
　計測部１２０は、登録対象物１２６（電子機器、部品実装基板など）を計測し、登録対
象物１２６から得られた計測データを情報処理部１２１に出力する装置である。本実施形
態では、計測部１２０として、透過Ｘ線像を撮影するＸ線撮像部１２０ａ、可視光像（外
観）を撮影する可視光撮像部１２０ｂ、基板や部品の３次元形状を計測する形状計測部１
２０ｃなどを備える。形状計測部１２０ｃとしては、特殊なパタン照明を用いて表面形状
を計測する装置や、レーザ変位計にて表面形状を計測する装置など、様々なものを用いる
ことができる。また、ここで挙げた装置以外にも、例えば、トモシンセシスやＣＴなどの
Ｘ線断層撮像装置などを計測部１２０として用いてもよい。
【０１０１】
　情報処理部１２１は、対話型基板データ登録部１２２、部品データ登録部１２３などの
機能を有している。情報処理部１２１は、典型的には、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、Ｒ
ＡＭ（主記憶装置）、磁気ディスクや半導体ディスクなどの補助記憶装置、入力装置、表
示装置、通信ＩＦなどを備えるコンピュータにより構成することができる。その場合、情
報処理部１２１の各機能は、ＣＰＵが補助記憶装置などの記憶装置に格納されたプログラ
ムを読み込み、実行することで実現されるものである。なお、情報処理部１２１の構成は
、一台のコンピュータで実現する方式以外にも、クライアント－サーバ方式、グリッドコ
ンピューティング、クラウドコンピューティングなどの構成を採ることもできる。あるい
は、情報処理部１２１の機能の全部または一部を、ＡＳＩＣやＦＰＧＡなどのロジック回
路や、オンボードコンピュータを用いて構成することもできる。図１２に示す基板ライブ
ラリ１２４及び部品ライブラリ１２５は、情報処理部１２１の補助記憶装置などのローカ
ルストレージに格納されてもよいし、サーバやクラウドのようなネットワーク上のストレ
ージに格納されてもよい。
【０１０２】
　（登録処理）
　例えば、メーカから新しい電子機器が発売された場合や、前述した分析装置において未
知の基板と判断された場合などに、ライブラリ作成装置を用いて新たな基板データ及び部
品データの登録を行う。
【０１０３】
　図１２に示すように、登録対象物１２６としての部品実装基板が与えられると、計測部
１２０により当該基板の計測が行われる。本実施形態では、Ｘ線撮像部１２０ａにより基
板の２次元透過Ｘ線像のデータが得られ、可視光撮像部１２０ｂにより基板の２次元可視
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光像のデータが得られ、形状計測部１２０ｃにより基板の表面形状（３次元プロファイル
）のデータが得られる。これらの計測データは、情報処理部１２１に取り込まれる。
【０１０４】
　対話型基板データ登録部１２２は、ＧＵＩ（グラフィカル・ユーザ・インターフェイス
）を利用して対話的に基板データ及び部品データの入力を可能とする環境をユーザに提供
する機能である。例えば、ユーザが計測部１２０から取り込まれた計測データを選び、新
規基板コマンドを実行すると、これらの計測データが表示装置に表示されるとともに、対
話型基板データ登録部１２２によって基板ＩＤが割り当てられる。基板ＩＤには任意の数
字・文字列を割り当ててもよいし、可視光像からメーカ・製造番号・基板番号などを読み
取り、それらの情報から基板ＩＤを生成してもよい。あるいはユーザが基板ＩＤを入力し
てもよい。
【０１０５】
　ユーザは、表示装置に表示された透過Ｘ線像又は可視光像に対して、部品データの入力
を行う。例えば、マウスなどの入力装置を利用して部品の領域を指定し、部品登録コマン
ドを実行すると、部品データ入力ウィンドウ（不図示）が表示され、部品ＩＤ及び含有物
質データの入力が促される。ユーザは、当該部品の部品ＩＤを入力するとともに、当該部
品が含有する特定物質の種類及び含有量の情報を入力する。このとき、対話型基板データ
登録部１２２は部品ライブラリ１２５を探索し、当該部品と同じ登録部品（あるいは類似
する登録部品）が存在した場合には、その情報をユーザに提示したり、当該部品の部品デ
ータに自動で反映することで、部品データの入力をアシストしてもよい。
【０１０６】
　また、対話型基板データ登録部１２２は、当該部品の部品特徴データの抽出を実行する
。部品特徴データは、例えば、部品の可視光像の画像データ、部品の透過Ｘ線像の画像デ
ータ、これらの画像データから抽出される各種特徴量（部品サイズ・形状、はんだの個数
・形状・サイズ・配置、電極の個数・形状・サイズ・配置、濃淡やテクスチャの特徴、エ
ッジ特徴、ヒストグラムなど）、基板上の部品の位置、表面形状のデータから得られる部
品の高さ・姿勢などである。登録する部品特徴データの種類は、分析装置の機能や用途に
合わせて適宜選択すればよい。
【０１０７】
　基板上のすべての部品に対し部品データの入力を終えた後、ユーザがデータ登録コマン
ドを実行すると、対話型基板データ登録部１２２によって、基板特徴データの生成が行わ
れる。基板特徴データは、例えば、基板の可視光像データや透過Ｘ線像データ、これらの
画像データから抽出される各種特徴量（部品のレイアウト、濃淡やテクスチャの特徴、エ
ッジ特徴、ヒストグラム）などである。登録する基板特徴データの種類についても、分析
装置の機能や用途に合わせて適宜選択すればよい。以上のようにして取得された基板デー
タは、対話型基板データ登録部１２２により基板ライブラリ１２４に追加登録される。
【０１０８】
　部品データ登録部１２３は、部品ライブラリ１２５に対して部品データの登録を行う機
能である。上述した対話型基板データ登録部１２２において入力又は取得された部品デー
タを、部品データ登録部１２３が受け取り、部品ライブラリ１２５のデータを更新する。
このとき、すでに部品ライブラリ１２５のなかに同じ部品のデータが登録されていた場合
には、部品データ登録部１２３は、部品特徴データ及び含有物質データについては、新た
なデータと既存のデータのうちより信頼性の高い方のデータを採用するか、新たなデータ
と既存データを統計処理（平均など）することでデータの信頼性を向上するとよい。そう
することで、分析装置における部品認識の認識率の向上を期待できる。
【０１０９】
　以上で、未知の対象物１２６の基板データ及び部品データのライブラリへの登録が完了
する。本実施形態で述べた登録処理は、分析装置のユーザが未知の対象物を分析装置に学
習させるためのプロセスで利用することもできるし、分析装置の販売・保守を行う者（サ
ービス提供者）が新製品のデータを作成し分析装置のユーザへ提供するためのプロセスで
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利用することもできる。新製品のデータの提供手段としては、記録媒体を配布してもよい
し、ネットワークを通じてダウンロード可能にしてもよいし、クラウドサービス（オンラ
インストレージに最新の基板ライブラリ及び部品ライブラリを準備する）として提供して
もよい。
【０１１０】
　図１８は、ライブラリのクラウドサービスの構成例である。ライブラリ提供システム１
８０は、基板ライブラリや部品ライブラリが格納された大容量のストレージ（記憶装置）
１８１と、データ提供部１８２と、を有している。ライブラリ提供システム１８０は、典
型的には、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、ＲＡＭ（主記憶装置）、磁気ディスクや半導体
ディスクなどの補助記憶装置、入力装置、通信ＩＦなどを備えるサーバコンピュータによ
り構成することができる。その場合、ライブラリ提供システム１８０の各機能は、ＣＰＵ
が補助記憶装置などの記憶装置に格納されたプログラムを読み込み、実行することで実現
されるものである。なお、ライブラリ提供システム１８０は、一台のコンピュータで構成
してもよいし、複数台のコンピュータ構成してもよい。
【０１１１】
　データ提供部１８２は、インターネットなどのネットワーク１８３を介して接続された
電子機器分析装置１８４からライブラリの利用要求を受信すると、それに応じてストレー
ジ１８１に格納されている基板ライブラリ又は部品ライブラリのデータを当該電子機器分
析装置１８４に対し送信する。すなわち、データ提供部１８２は、図２、図６、図８、図
１０、図１３に示される電子機器分析装置の基板認識部、部品認識部、含有物質決定部等
の機能と、オンラインストレージ１８１の基板ライブラリ及び部品ライブラリ（「オンラ
インライブラリ」ともよぶ。）との仲介を行う機能である。
【０１１２】
　このような仕組みによれば、複数台の電子機器分析装置１８４で同じライブラリを共用
できるので、データの有効利用を図ることができる。また、電子機器分析装置１８４のユ
ーザにとっては、ライブラリのオンライン利用が可能になることで、電子機器分析装置１
８４側の記憶容量を削減できるとともに、（自らライブラリのデータ更新を行わなくても
）常に最新のライブラリを利用できるという利点がある。
【０１１３】
　オンラインライブラリを利用可能な場合、電子機器分析装置１８４のローカルストレー
ジの中にはライブラリを格納しなくてもよい。あるいは、電子機器分析装置１８４のロー
カルストレージの中にもライブラリ（「ローカルライブラリ」ともよぶ。）を格納してお
き、ローカルライブラリとオンラインライブラリを適宜使い分けてもよい。例えば、デフ
ォルトではローカルライブラリを参照し、ローカルライブラリの中に該当する部品や基板
が見つからない場合にオンラインライブラリを参照しにいってもよい。あるいは、電子機
器分析装置１８４が、自動又は手動で、オンラインライブラリから最新のデータを取得し
、ローカルライブラリをアップデートすることも好ましい。
【０１１４】
　なお、部品データや基板データを作成しライブラリへ登録した者が、クラウドサービス
によって、これらのデータを第三者に有償で提供するというビジネスモデルを構築しても
よい。これは、言わば、Ｘ線撮像装置などで得たセンシングデータを、それを必要とする
アプリケーションシステムを利用するコンシューマに、インターネットを通じて販売する
、というセンシングデータのマーケットを形成するものとなる。
【０１１５】
　最適化社会を実現するインフラとしてＩｏＴ（Internet of Things：モノのインターネ
ット）が提唱されている。マクロに見ると、ＩｏＴは時間・空間・人・モノ・情報・エネ
ルギーなどの資源を、様々な粒度で最適化するためのシステムを形成する。最適化すると
いうことは、必要性が低い部分から必要性が高い部分に資源を移転したり、価値の高い形
態での資源の使用を可能にするということである。資源の移転や使用権の設定において「
取引」が行われるので、そのインフラとしての流通機能が必要となる。この流通機能の１
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つとして「センシングデータ流通機能」がＩｏＴには必須となる。
【０１１６】
　上述した部品データや基板データのクラウドサービスは、ＩｏＴにおけるセンシングデ
ータ流通機能に該当する。すなわち、注目する特定物質（資源）の種類と対象部品の種類
と対価の金額などを含むメタデータを、データ流通のためのマッチング項目として用いて
、ユーザがどのライブラリ提供者からセンシングデータを購入するのかを決定する、とい
う仕組みを構築できる。
【０１１７】
　＜第６実施形態＞
　第６実施形態は、プレセンシングの結果に基づき、基板の分析手法を適宜選択する構成
である。
【０１１８】
　（分析装置の構成）
　図１３を参照して、第６実施形態に係る分析装置の構成を説明する。図１３は、分析装
置の構成を模式的に示す図である。
【０１１９】
　本実施形態の分析装置は、プレセンシング部１３０と撮像部１３１と情報処理部１３２
とを有している。また、情報処理部１３２は、基板ライブラリ１３３、基板認識部１３４
、部品ライブラリ１３５、部品認識部１３６、含有物質決定部１３７などの機能を有して
いる。
【０１２０】
　プレセンシング部１３０は、撮像部１３１での本計測に先立ち、分析対象物１３（電子
機器、部品実装基板など）の簡易的な計測を行う装置である。本実施形態では、プレセン
シング部１３０として、分析対象物１３の可視光像（外観画像）を撮影するＣＣＤカメラ
を用いる。プレセンシング部１３０で得られたセンシングデータ（画像データ）は情報処
理部１３２に入力される。撮像部１３１は、分析対象物１３の断層撮影が可能な装置であ
り、本実施形態では、トモシンセシス又はＣＴなどのＸ線撮像装置を用いる。Ｘ線断層撮
影は、電子機器や多層基板の詳細な情報を観測できるという利点がある反面、撮影及び画
像再構成の処理時間がかかるというデメリットがある。そこで本実施形態では、短時間か
つ簡易的に計測可能なプレセンシングの結果からＸ線断層撮影の要否を判断し、処理の効
率化を図る。
【０１２１】
　図１４は、第６実施形態の分析処理の流れを示すフローチャートである。
【０１２２】
　まず、分析対象物１３の可視光像（外観画像）がプレセンシング部１３０によって撮像
され、その画像データが情報処理部１３２に取り込まれる（ステップＳ１４０）。すると
、基板認識部１３４が、分析対象物１３の画像データから基板の特徴量を抽出する（ステ
ップＳ１４１）。例えば、基板のサイズ・色・形状、部品のレイアウト、濃淡やテクスチ
ャの特徴、エッジ特徴などを用いることができる。そして、基板認識部１３４は、基板ラ
イブラリ１３３を参照し、各登録基板の基板特徴データと、分析対象物１３の画像データ
から抽出した特徴量とを比較し、特徴量の類似度（一致度）を評価することにより、基板
の特定を行う（ステップＳ１４２）。
【０１２３】
　外観画像で基板の認識に成功した場合（ステップＳ１４３：ＹＥＳ）は、基板に実装さ
れている部品や含有物質に関する情報を基板ライブラリ１３３から取得可能であるため、
Ｘ線断層撮影および部品認識処理をスキップする。すなわち、含有物質決定部１３７は、
基板ライブラリ１３３から当該基板の実装部品データを読み込み、これから含有物質リス
トを生成し出力して、分析処理を終了する（ステップＳ１４４）。
【０１２４】
　一方、外観画像では基板を認識できなかった場合（ステップＳ１４３：ＮＯ）は、分析
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対象物１３は撮像部１３１に搬送される。そして、撮像部１３１によって、分析対象物１
３のＸ線断層像が撮影され、その画像データが情報処理部１３２に取り込まれる（ステッ
プＳ１４５）。そして、部品認識部１３６が、Ｘ線断層像に対し部品認識処理を適用し、
基板に実装された各部品を特定する（ステップＳ１４６）。ステップＳ１４６の内容は、
第１実施形態の図３のステップＳ３１～Ｓ３５と同様である。そして、含有物質決定部１
３７がステップＳ１４６で特定された各部品の含有物質の種類及び量などの情報を記録し
た含有物質リストを生成・出力して、分析処理を終了する（ステップＳ１４７）。ステッ
プＳ１４７の内容は、図３のステップＳ３６と同様である。
【０１２５】
　本実施形態の分析装置によれば、第１実施形態と同様、電子機器や部品実装基板のなか
に貴金属やレアメタルなどの特定物質が含まれているかどうかを自動で判別できるので、
特定物質の回収および再資源化の処理を効率的に実行できる。また、プレセンシングの結
果に応じてＸ線撮像及び部品認識の要否を判断しているので、全体としての処理効率を向
上できるという利点がある。
【０１２６】
　なお、プレセンシングには、外観画像でなく、例えば図１に示したような２次元透過Ｘ
線像を用いてもよい。第２実施形態のごとく透過Ｘ線像による基板認識を実施し、認識に
成功したら基板ライブラリから実装部品データを取得すればよいし、例えば多層基板のよ
うに部品の重なりのため透過Ｘ線像での基板認識が困難な場合には、Ｘ線断層撮影を実施
すればよい。
【０１２７】
　また、本実施形態では、プレセンシングの結果に応じてＸ線断層撮影を実施するか否か
を判断しているが、プレセンシングの結果に応じてＸ線断層撮影の撮影条件を変えてもよ
い。例えば、プレセンシングにおいて、レーザー変位計等で分析対象物の厚みを計測し、
その厚みに応じてＸ線断層撮影の撮影回数やピッチを調整してもよい。すなわち、厚みの
小さい電子機器の場合には１層のみを撮影し、厚みの大きい電子機器の場合には２層以上
の撮影を行うのである。このような構成によっても無駄な断層撮影が省かれるので、全体
としての処理効率の向上を図ることができる。
【０１２８】
　＜第７実施形態＞
　第７実施形態の分析装置は、電子機器や部品実装基板のなかから特定物質を取り出す方
法を自動で決定する機能を有する。以下、第７実施形態に特有の構成を主に説明し、前述
の実施形態と共通する構成については説明を割愛する。
【０１２９】
　図１５は、第７実施形態の分析装置が備える特定物質抽出方法決定機能を模式的に示し
ている。この機能は、前述の各実施形態の分析装置の追加機能として付加できるものであ
る。抽出方法決定部１５０は、基板認識及び／又は部品認識によって得られた含有物質リ
ストを受け取る。この含有物質リストには、基板ＩＤ、各部品に含まれる特定物質の種類
及び量、各部品の位置情報が含まれている。例えば、特定物質「タンタル」を当該基板か
ら抽出したい場合、抽出方法決定部１５０は、含有物質リストに基づきタンタルを含む部
品（タンタルコンデンサなど）が基板上のどの位置に存在するかを判断し、それらの抽出
対象の部品を効率的に取り出すためには基板をどのように切断すればよいか決定する。そ
して、基板の切断位置及び切断手順を定義した切断作業シーケンスデータを生成し、この
シーケンスデータを後工程の裁断・仕分け装置に送る。裁断・仕分け装置では、切断作業
シーケンスデータに従って当該基板を切断し、抽出対象の部品とそれ以外の部分を仕分け
ることが可能となる。このような部品の裁断及び仕分けを自動化することで、特定物質の
回収を効率化でき、回収コストを小さくすることができる。
【０１３０】
　図１６は、特定物質抽出方法決定機能の別の構成例である。基板の種類ごとに特定物質
の取り出し方法を定義した抽出方法定義データをあらかじめ作成し、特定物質情報ライブ
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１６１は、基板認識及び／又は部品認識によって特定された基板ＩＤを受け取ると、対応
する抽出方法定義データを特定物質情報ライブラリ１６０から読み出す。そして、抽出し
たい特定物質に対応する抽出方法（基板の切断位置や切断手順など）を抽出方法定義デー
タから取得し、切断作業シーケンスデータを生成し、裁断・仕分け装置に送る。この構成
によっても、部品の裁断及び仕分けを自動化し、特定物質の回収コストを小さくすること
ができる。
【０１３１】
　＜その他の実施形態＞
　上述した実施形態の構成は本発明の一具体例を示したものにすぎず、本発明の範囲を限
定する趣旨のものではない。本発明はその技術思想を逸脱しない範囲において、種々の具
体的構成を採り得るものである。
【０１３２】
　例えば、上記実施形態では部品認識や基板認識にＸ線像を利用する例を説明したが、Ｘ
線像以外の画像データ（例えば、可視光像（外観画像）など）を部品認識や基板認識に利
用してもよい。また、上記実施形態では基板ライブラリの部品の位置情報を画像から計算
していたが、電子機器や基板の設計情報（ＣＡＤデータなど）を利用できる場合には、基
板ライブラリの基板データのなかに設計情報を格納してもよい。また、上記実施形態で示
した部品ライブラリや基板ライブラリのデータ構造はあくまでも一例であり、本発明に係
る情報処理が実行でき目的が達成できれば、データベースやそのデータ構造やデータの内
容などはどのように設計してもよい。
【符号の説明】
【０１３３】
１：電子機器分析装置
１０：撮像部
１１：情報処理部
１２：搬送装置
１３：分析対象物
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